
和議第４１号 

 

いわゆる「ガソリンの暫定税率」廃止に関する意見書（案） 

 

いわゆる「ガソリンの暫定税率」については、与野党６党の合意に基づき、

ガソリン税の暫定税率（１リットル当たり２５．１円）については、令和７年

１２月３１日に、軽油引取税の暫定税率（１リットル当たり１７．１円）につ

いては、令和８年４月１日に廃止する法案が、第２１８回臨時会に提出され、

令和７年１１月２８日に可決・成立した。 

しかしながら、「ガソリンの暫定税率」による税収は、揮発油税、地方揮発

油税のほか、軽油引取税を合わせて約１．５兆円と見込まれており、地方の道

路整備や維持管理、老朽化対策等にも充てられる重要な財源となっている。ま

た、このうち地方の財源は、軽油引取税及び地方揮発油譲与税を合わせて約５

千億円と試算されており、財源の乏しい地方にとって極めて貴重なものとなっ

ている。 

地方は「地方創生２．０基本構想」に対応し、安心して生活できる持続可能

な地域づくりに取り組む必要がある中、社会インフラの更新や老朽化対策、防

災・減災事業などに対する財政需要は今後一層高まっていくと見込まれること

を考慮すると、財政需要に対応した安定的な地方財源が確保されなければ、地

方の存続そのものが危ぶまれる事態に陥る。 

よって、国においては、暫定税率の廃止に伴い、減収となる財源については、

安定的な行政サービスの提供及び財政運営を担う地方への影響等を十分に考慮

し、代替の恒久財源を措置することを強く要望する。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  
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